
（１）外国往来船等と陸地との間の交通場所

場 所 の 名 称 所 在 地 備 考

中津港田尻地区-11.0ｍ岸壁
（全長２６０メートル）

中津市大字田尻崎20－４
岸壁けい留船と交通する者に
限る。

（２）貨物の積卸場所（船用品、機用品及び携帯品を除く。「以下同じ。」）

場 所 の 名 称 所 在 地 備 考

中津港田尻地区-11.0ｍ岸壁
（全長２６０メートル）

中津市大字田尻崎20－４

（３）船用品、機用品及び携帯品の積卸場所

場 所 の 名 称 所 在 地 備 考

中津港田尻地区-11.0ｍ岸壁
（全長２６０メートル）

中津市大字田尻崎20－４
岸壁けい留船に積卸しする
ものに限る。

中　津　港


